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3 都市づくりの課題整理 
             (P2-14～) 

第 2 章 都市づくり上の課題の整理 

本章では、国等における新たな施策や社会情勢の変化等から、今後の都市づくりを取り巻く時代

潮流を整理した上で、都市づくりの方向性を示します。また、この都市づくりの方向性ごとに、第

1 章 現況特性の把握により明らかとなった本市の強み・弱みを踏まえ、都市づくり上の課題を整

理します。 

  
1 都市づくりを取り巻く時代潮流 (P2-2～) 
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2 時代潮流からみた都市づくりの方向性 
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図2-1 都市づくり上の課題の整理概念図 

社会資本整備を取り巻く 

社会経済情勢の変化 

「ニューノーマル」に対応した 

まちづくり 

持続可能な開発目標「SDGs」 



第 2 章 都市づくり上の課題の整理 

 

2-2 

1 都市づくりを取り巻く時代潮流 

国・県が昨今の社会経済情勢に対して都市づくりの分野における対応を示した計画として「国

土のグランドデザイン 2050」「都市再生基本方針」「愛知の都市づくりビジョン～都市計画の基

本的方針～」を整理します。また、都市づくりの分野に特に関わりのある社会潮流として持続可

能な開発目標 SDGs 及び「ニューノーマル」に対応したまちづくりについて、あわせて整理しま

す。 

 

（1）国土のグランドデザイン 2050（国土交通省） 

策定年次 2014年(平成 26年)7月 目標年次 2050年(令和 32年) 

【基本戦略】※一部抜粋 

国土のグランドデザイン 2050 は、国土を巡る大きな状況の変化や危機感を共有しつつ、

2050年(令和 32年)を見据えた国土づくりの理念や考え方を示します。 

●国土の細胞としての「小さな拠点」と、高次地方都市連合等の構築 

●攻めのコンパクト・新産業連合・価値創造の場づくり 

●スーパー・メガリージョンと新たなリンクの形成 

●日本海・太平洋 2面活用型国土と圏域間対流の促進 

●国の光を観せる観光立国の実現 

●田舎暮らしの促進による地方への人の流れの創出 

●子どもから高齢者まで生き生きと暮らせるコミュニティの再構築 

●美しく、災害に強い国土 

●インフラを賢く使う 

●民間活力や技術革新を取り込む社会 

●国土・地域の担い手づくり 

●戦略的サブシステムの構築も含めたエネルギー制約・環境問題への対応 
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（2）都市再生基本方針  

策定年次 2022年(令和 4年) 10月一部変更 

【施策の基本的方針】※一部抜粋 

都市再生特別措置法に基づく、我が国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際

競争力を高め、都市再生を実現するため、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推

進を図るための基本的な方針を示します。 

●関係者との連携 

●都市のコンパクト化の推進等 

●産業の競争力を向上させる環境整備 

●質の高い生活を確保するための諸機能の整備 

●医療・福祉サービスの的確な提供等 

●急激に高齢化が進展するニュータウン等の再生 

●こどもを生み育てやすい環境の整備 

●犯罪等の起きにくいまちづくりの推進 

●「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの推進 

●観光立国の実現等に資する魅力あるまちづくりの推進 

●災害に強いまちづくりの推進 

●環境負荷の低減と自然との共生 

●SDGs等を踏まえた持続可能な都市創造 

●安定的な民間都市開発推進のためのファイナンス環境の整備等 

●所有者不明土地対策の推進 

●デジタル田園都市国家構想の推進 

●未来技術の実装推進 

●まちづくりのデジタル・トランスフォーメーションの推進 

●スマートシティの推進 

●スーパーシティ構想等の推進 

●スーパー・メガリージョンの形成に伴う都市再生の推進 

●情報通信技術の利活用の促進等による都市機能の高度化 

●都市再生を進めるための効果的なデータ活用の推進 
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（3）愛知の都市づくりビジョン ～都市計画の基本的方針～  

策定年次 2017年(平成 29年)3月  目標年次 2030年(令和 12年) 

基本理念 

『時代の波を乗りこなし、元気と暮らしやすさを育
はぐく

みつづける未来へ』 

都市づくりの基本方向 ※一部抜粋 

人口減少・超高齢社会の到来や大規模自然災害への対応等、都市計画における新たな課題

の発生や、経年による様々な社会経済情勢等の変化に的確に対応するため、愛知県における

今後の都市計画の基本的方針を示します。 

●暮らしやすさを支える集約型都市構造への転換 

●リニア新時代に向けた地域特性を最大限活かした対流の促進 

●力強い愛知を支えるさらなる産業集積の推進 

●大規模自然災害等に備えた安全安心な暮らしの確保 

●自然環境や地球温暖化に配慮した環境負荷の小さな都市づくりの推進 
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（4）持続可能な開発目標「SDGs」  

採択年次 2015年(平成 27年)9月  目標年次 2030年(令和 12年) 

基本目標 

SDGsは、発展途上国のみならず先進国を含む国際社会全体の開発目標として、持続可能な

世界を実現するための包括的な17の目標及び細分化された169のターゲットから構成され、

地球上の「だれ一人取り残さない」社会の実現をめざし、環境・経済・社会の諸課題を包括的に

扱い、広範囲な課題に対する統合的な取組が示されています。 

本市においても、持続可能な社会を実現するため、SDGsを達成するための取組を積極的に

推進していきます。持続可能な世界の実現に資するため、「SDGs」を意識しつつ、市の施策を

推進していく必要があります。本市が目指す将来都市像を踏まえ、本計画における都市づく

りの基本目標において、対応する「SDGs」の目標を掲げます。 

 

17の目標は大きく分けて、3つの視点に分類できます。 

目標 1から目標 6は、貧困や飢餓、水の衛生等。開発途上国の基礎的な目標が中心となっていま

すが、目標 5のジェンダー平等については先進国でも多くの課題を抱えています。 

目標 7から目標 12 は、働きがい、経済成長、技術革新、クリーンエネルギー等の言葉が並んでい

ます。先進国や企業にとっても取り組むべき課題が少なくありません。また、目標 12 のつかう責任

では一人ひとりの消費者にも持続可能な世界のために責任があるとされています。 

目標 13 から目標 15 は、気候変動、海洋資源、生物多様性等グローバルな課題です。そして目標

16では世界平和、目標 17では国や企業や人々の協力を呼びかけています。 
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SDGsの 17の目標
ゴ ー ル

と自治体行政の果たし得る役割 
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ゴ ー ル

と自治体行政の果たし得る役割 
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SDGsの 17の目標
ゴ ー ル

と自治体行政の果たし得る役割 

 

（資料:第6次日進市総合計画） 
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（5）「ニューノーマル」に対応したまちづくり 

―新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性― 

公表年月 2020年(令和 2年)8月 

【基本戦略】※一部抜粋 

新型コロナ危機を契機として、今後の都市のあり方にどのような変化が起こり、今後の都

市政策はどうあるべきかについて論点が整理されており、今後の都市づくりを進める上で、

様々なニーズに柔軟に対応できるまちづくりが必要です。  

 

（資料：国土交通省ＨＰ） 
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（6）社会資本整備を取り巻く社会経済情勢の変化 

公表年月 2024年(令和 6年)9月 

【社会経済情勢の変化】※一部抜粋 

近年の社会情勢の変化に関しては、国土交通省の社会資本整備審議会計画部会では以下に

示すように、「激甚化・頻発化する自然災害」、「インフラ老朽化の更なる進行」、「地域のイン

フラを支える自治体の職員不足や、建設業等の将来における担い手不足の深刻化」など９つ

の社会情勢が示されており、これらへの対応が求められます。 

特に、「インフラ老朽化の更なる進行」については、昨今大規模な道路陥没等が国内の各所

で発生していることを鑑み、インフラの老朽化対策は本市においても重要な課題となりま

す。 

 

（資料：国土交通省） 
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（7）関連法令の改正 

災害対策基本法等※の一部を改正する法律 

※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法 

施行年月日 2025年(令和 7年)6月 4日、7月 1日 

【改正内容】※一部抜粋 

令和６年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体制

の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体等との連携、防災 DX・

備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、国による方針に基づき、災害に強い

まちづくりを検討していく必要があります。 

 

（資料：内閣府） 
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（8）関連法令の改正 

農業振興地域の整備に関する法律の一部改正 

施行年月日 2025年(令和 7年)4月 1日 

【改正内容】※一部抜粋 

農業振興地域の整備に関する法律の改正に伴い、食料の安定供給の確保及びそのために必

要な農用地等を確保する旨が目的規定に明記されました。 

また、国と地方公共団体の責務及び国の基本方針・都道府県の基本方針において、農用地

の面積目標を設定しており、農地転用等の集団的農用地等の農用地区域からの除外に関し

て、愛知県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないことが同意基準として明記されま

した。 

 

（資料：農林水産省） 
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 2 時代潮流からみた都市づくりの方向性 

都市づくりを取り巻く時代潮流を踏まえ、国土のグランドデザイン 2050、都市再生基本方針、 

愛知の都市づくりビジョンを本市のこれからの都市づくりにおける外的要因としてその方向性

を整理します。 

国土のグランドデザイン

2050 
 都市再生基本方針  

愛知の 

都市づくりビジョン 

 時代潮流からみた 

都市づくりの方向性 

基本戦略  施策の基本的方針  都市づくりの基本方向  

国土の細胞としての「小さ
な拠点」と、高次地方都市
連合等の構築 

 
都市のコンパクト化の推
進等 

 
暮らしやすさを支える集
約型都市構造への転換 

 
①都市機能集
積の高い都
市づくり 

都
市
構
造  

質の高い生活を確保する
ための諸機能の整備 

  

攻めのコンパクト・新産業
連合・価値創造の場づくり 

 
産業の競争力を向上させ
る環境整備 

 
力強い愛知を支えるさら
なる産業集積の推進 

 
②力強く発展
を続ける都
市づくり 

都
市
活
力 

 
情報通信技術の利活用の
促進等による都市機能の
高度化 

  

スーパー・メガリージョン
と新たなリンクの形成 

 
スーパー・メガリージョン
の形成に伴う都市再生の
推進 

 

リニア新時代に向けた地
域特性を最大限活かした
対流の促進 

 

③観光交流・
市民交流を
促す都市づ
くり 

日本海・太平洋 2 面活用
型国土と圏域間対流の促
進 

 

観光立国の実現等に資す
る魅力あるまちづくりの
推進 

 
 

国の光を観せる観光立国
の実現 

   

田舎暮らしの促進による
地方への人の流れの創出 

   

子どもから高齢者まで生
き生きと暮らせるコミュニ
ティの再構築 

 
医療・福祉サービスの的確
な提供等 

 
暮らしやすさを支える集
約型都市構造への転換 

 ④安心して暮
らせる都市
づくり 

都
市
生
活 

 急激に高齢化が進展する
ニュータウン等の再生 

  

美しく、災害に強い国土 

 
災害に強いまちづくりの
推進 

 
大規模自然災害等に備え
た安全安心な暮らしの確
保 

 
⑤災害等に対
し安全な都
市づくり 

 子どもを生み育てやすい
環境の整備 

  

 犯罪等の起きにくいまち
づくりの推進 

  

 

観光立国の実現等に資す
る魅力あるまちづくりの
推進 

 
リニア新時代に向けた地
域特性を最大限活かした
対流の促進 

 ⑥都市の個性
を発揮する
景観都市づ
くり 

都
市
環
境 戦略的サブシステムの構

築も含めたエネルギー制
約・環境問題への対応 

 
環境負荷の低減と自然と
の共生 

 自然環境や地球温暖化に
配慮した環境負荷の小さ
な都市づくりの推進 

 ⑦環境負荷の
小さい都市
づくり 

インフラを賢く使う 

 
質の高い生活を確保する
ための諸機能の整備 

 

暮らしやすさを支える集
約型都市構造への転換 

 

⑧都市運営コ
スト削減の
都市づくり 

都
市
運
営 

 
「居心地が良く歩きたくな
る」まちなかづくりの推進 

  

民間活力や技術革新を取
り込む社会 

 関係者との連携   
 まちづくりのデジタル・ト
ランスフォーメーションの
推進 

  

 スマートシティの推進   

国土・地域の担い手づくり 
 安定的な民間都市開発推
進のためのファイナンス環
境の整備等 
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 3 都市づくりの課題整理 

本市のこれからの都市づくりにおける外的要因として整理した、時代潮流からみたこれからの

都市づくりの方向性を「SWOT 分析※」における外的要因（機会(O)、脅威(T)）とします。そし

て、これら外的要因ごとに現況特性の把握より明らかとなった内的要因（日進市の強み(S)、弱み

(W)）を確認することで、今後の都市づくりの課題を抽出・整理します。 

 

※SWOT 分析：企業の戦略立案を行う際に使われる主要な分析手法で、組織の外的環境に潜む機会

（O=opportunity）、脅威（T=threat）を検討・考慮した上で、組織が持つ強み（S=strength）と弱み

（W=weakness）を確認・評価すること  

 

図 2-2 SWOT 分析概念図 
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視点 1 都市構造 

①「都市機能集積の高い都市づくり」の視点 

【強み】 

●本市の人口は 94,260 人、世帯数は 40,417 世帯(2025 年(令和 7 年)4 月 1 日時点)で昭和 45(1970)

年以降ともに増加 

●日進市人口ビジョンにおいて、当面は増加傾向を続け、2040 年(令和 22 年)で 100,942 人になる

見通し 

●総人口に占める市街化区域人口の割合は 75.3%、市街化区域の人口密度は 1975 年(昭和 50 年)の

18.2 人/ha から、2020(令和２年)には 61.3 人/ha へと増加し人口集積が進行 

●2020 年(令和２年)時には人口集中地区(DID)の人口密度は 71.7 人/ha であり、人口集中地区(DID)

基準の 40 人/ha を大きく上回る 

●過去 10 年間の社会動態は、平均で約 360 人/年程度社会増 

●日常生活の利便性や安心を支える都市機能（医療・福祉・子育て施設）は市街化区域内において概ね

800m 圏に分布 

●都市構造の評価によると医療・福祉・商業施設における徒歩圏人口カバー率や利用圏平均人口密度

は高い状況 

●概ね市街化区域は公共交通(鉄道・バス)利用の徒歩圏域に属している 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●増加する人口を受け止める新たな住居系市街地の形成 

●医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を維持するため、人口密度を維持しつつ将来

に向けて高めていけるよう居住を誘導 

●日常的な生活の支えとなるバランスよく立地した都市機能（生活利便施設）の充実 

●子育て支援ニーズを受け止める施設の充実 

【弱み】 

●高齢者が増加しており、高齢化が進行 

●商業系用途地域における商業系土地利用の特化傾向は低く、特に日進駅、米野木駅の周辺における

商業集積が低い 

●市内大学の学生数が減少し、空家・空き部屋の発生 

●2015 年(平成 27 年)から 2020 年(令和２年)にかけての地区別人口増減をみると、名古屋市に隣接

する香久山等の民営借家が多く立地する地区や米野木駅、日進駅、赤池駅周辺の比較的人口密度が

高い地区の一部において人口が減少 

●市街化区域の住宅地において、低・未利用地が広く分布 

 

 課題 -弱みを克服する-  

●高齢化の進行等を踏まえ、主要鉄道駅をはじめ公共交通によりアクセスしやすい地区にお

ける居住や商業をはじめとした都市機能の集積強化 

●これまでの社会増（転入増）の維持に向け、学生向け住居への入居促進 

●空家や低・未利用地の有効活用及び魅力の向上 

●既成市街地内に多く残る低・未利用地の有効活用 
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●地域資源を有効に使うとともに、更なる魅力発信により、地域内外から人を呼び込む場の創出 

 

視点 2 都市活力 

②「力強く発展を続ける都市づくり」の視点 

【強み】 

●2000 年(平成 12 年)の自市内での従業者数は 10,901 人、2020 年(令和２年)は 13,182 人と約

2,000 人増加 

●本市の小売吸引力は、1994 年（平成 6 年）以降、1 を下回っていたが、2021 年（令和 3 年）には

1 を上回り、1.07 となる 

●小売業の商品販売額、事業所数は近年、増加傾向にある 

●製造業の製造品出荷額、事業所数、従業者数は近年、増加傾向にある 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●さらなる従業者の増加に向けた雇用の場の確保、既存産業の拠点強化・充実 

【弱み】 

●都市構造の評価によると市街化区域内の従業人口密度が低い 

●自市内就業率は 30.3％であり、周辺都市との比較では低い割合 

●高速道路は東名高速道路、（都）名古屋瀬戸道路の 2 路線があるものの、インターチェンジは設置さ

れていない 

●一人当たり製造品出荷額は、2,352 万円/人であり、周辺都市との比較では低い値 

 

 課題 -弱みを克服する-  

●今後の産業立地の受け皿となる新たな産業用地の形成 

●卒業後の学生等の雇用の場の確保とあわせた居住の場の充実 

●広域交通体系へのアクセス利便性の確保（インターチェンジ等の設置） 

 

③「観光交流・市民交流を促す都市づくり」の視点 

【強み】 

●特殊公園（歴史公園）である岩崎城址公園が整備 

●教育施設は大学が 5 件立地し、県内では名古屋市を除き最多 

●大都市名古屋に近くアクセス利便性に優れるといった地理的優位性を有しており、2011 年(平成 23

年)から 2024 年(令和６年)の市民意識調査のいずれにおいても最も良い印象の項目 

●近年、赤池駅周辺において、新たに大型商業施設が立地 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●市内に大学が多い等本市ならではの既存ストックや地域資源を活かした交流の拡大 

●新たに立地した大型商業施設を活かした市民交流の場の創出 

【弱み】 

●2009 年(平成 21 年)の国の観光入込客統計に関する共通基準の策定後、対象となる観光地点が本市

は集計外 

 

 課題 -弱みを克服する-  
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視点 3 都市生活 

④「安心して暮らせる都市づくり」の視点 

【強み】 

●日常生活の利便や安心を支える都市機能は、医療・福祉・子育て施設は市街化区域内において概ね

800m 圏に分布 

●市内の広い範囲で「くるりんばす」が運行 

●市内の鉄道に対する踏切がない 

●公共バスの再編により、くるりんばすから名鉄バスや鉄道への利用者の転換が見られる 

●市街化区域は概ね公共交通の徒歩圏域 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●日常的な生活の支えとなるバランスよく立地した都市機能（生活利便施設）の充実[再掲] 

 

【弱み】 

●高齢者が増加しており、高齢化が進行 

●市街化区域内の既成市街地や市街化調整区域に点在する集落において、老年人口比率が高い 

●2014 年(平成 26 年)から 2024 年(令和６年)の市民意識調査において、交通の便に関する印象や満

足度が最も悪い項目 

●市街化区域内では、都市公園の徒歩圏外で利用が不便な地域がある 

●市内 3 駅の鉄道の年間乗降客数においては、地下鉄赤池駅への集中が見られる 

●自転車や徒歩による道路（歩道）の利便性について、2024 年(令和６年)の市民意識調査の満足度の

低い項目の 3 位 

 

 課題 -弱みを克服する-  

●高齢化の進行する既成市街地や集落における地域コミュニティの維持・活性化（日常生活

に必要な機能や居住の受け皿の確保、交流・地域活動を促進する場の形成等） 

●進行する高齢化社会に対応した鉄道駅へのアクセスを含め、日常生活を支える広域的視点も

踏まえた公共交通網の充実 

●都市公園等が不足する地区の解消 

●生活環境と都市防災力を高める都市基盤の整備 
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⑤「災害等に対し安全に暮らせる都市づくり」の視点 

【強み】 

●洪水浸水想定区域が河川沿い付近に限られているほか、地震時において津波の到来が想定されてい

ない 

●自主防災組織が市内 37 団体あり、地域における防災訓練の実施等、活動が充実 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●地震等の災害時におけるさらなる減災対策 

●防災・減災について想定される事案への事前準備や対応訓練の実施 

●若者世代や転入者等への防災意識や共助力の向上 

 

【弱み】 

●工業系用途地域である浅田地区等では住宅用地が混在 

●狭あい道路は、市街化調整区域の集落地や河川沿い、市街化区域の既成市街地を中心に多く分布 

●面整備が実施されていない既成市街地では都市公園の分布がみられない 

●既成市街地や古くからの土地区画整理事業により形成された団地において、木造の老朽建物が多く

分布 

●河川沿いの一部の地域においては、1000 年確率の豪雨時に 3m を超える河川の浸水が想定されて

いるほか、既成市街地内に一部土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の指定がみられる 

 

 課題 -弱みを克服する-  

●浅田地区等における住工混在地区の解消 

●既成市街地に残る未整備市街地や狭あい道路の改善、低・未利用地の活用等による都市の

防災性の強化 

●浸水、土砂等の危険性の高い区域における防災、減災対策の実施及び新たな開発抑制 
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視点 4 都市環境 

⑥「都市の個性を発揮する景観都市づくり」の視点 

【強み】 

●本市を東西に貫く河川の周辺には一団のまとまりのある農用地が広がっているほか、河川環境を保

全する緑が連続 

●特殊公園（歴史公園）である岩崎城址公園が北部に整備 

●東部丘陵地、御嶽山や北高上緑地を始め、まとまった緑地が残り、都市化が進展する中、恵まれた自

然環境があり、公有化による保全の取組みも進行 

●市北部及び東部の森林や広がりのある農地に囲まれた自然が豊かな居住環境 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●景観資源として農地や山林の有効活用 

●東部丘陵地等のまとまった緑地の市民に開かれた活用・保全 

 

【弱み】 

●景観資源である農地や森林が減少しており、2024 年(令和６年)の市民意識調査の悪い印象の２位 

●工業系用途地域である浅田地区等では住宅と工場が混在 

 

 課題 -弱みを克服する-  

●既成市街地を取り巻く農地や山林の保全 

●浅田地区等における住工混在地区の解消[再掲] 
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⑦「環境負荷の小さい都市づくり」の視点 

【強み】 

●本市を東西に貫く河川の周辺には一団のまとまりのある農用地が広がっているほか、河川環境を保

全する緑が連続しており、市民意識調査の印象や満足度が高い項目 

●東部丘陵地、御嶽山や北高上緑地を始め、まとまった緑地が残り、都市化が進展する中恵まれた自然

環境があり、公有化による保全の取組みも進行 

●市内の広い範囲で「くるりんばす」が運行 

●エコドームの開設や分別等の推進によりリサイクル意識が高く、2024 年(令和６年)の市民意識調査

の満足度の４位 

●2024 年(令和 6 年)現在、下水道普及率が県平均は 82.1％に対し、本市は 78.8％と若干下回ってい

る 

 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●市街地を囲んだ豊かな水辺環境、自然環境の保全 

●河川を活かした水と緑のネットワークの形成 

●景観資源として農地や山林の有効活用[再掲] 

●東部丘陵地等のまとまった緑地の市民に開かれた活用・保全[再掲] 

●まとまった緑地の保全、創出による環境負荷の低減 

 

【弱み】 

●赤池駅では約 6 割、日進駅、米野木駅では約 7 割から 8 割の利用者が自転車もしくは徒歩を駅端末

交通手段としている 

●2014 年(平成 26 年)から 2024 年(令和６年)の市民意識調査において、交通の便に関する印象や満

足度が最も悪い項目 

●景観資源である農地や森林が減少しており、2024 年(令和６年)の市民意識調査の悪い印象の２位 

 

 課題 -弱みを克服する-  

●適度に自動車に依存しなくても暮らしやすい都市構造や生活圏への再構築 

●CO2 排出量の抑制といった環境負荷低減の観点からも利便性の高い公共交通網の維持・形成 
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視点 5 都市運営 

⑧「都市運営コスト削減の都市づくり」の視点 

【強み】 

●2013 年(平成 25 年)以降、固定資産税収は概ね上昇傾向 

●2021 年（令和 3 年）以降、本市の財政力指数は減少傾向にあるが、2024 年（令和 6 年）時点は

1.01 

 

 課題 -強みを伸ばす-  

●空家や低・未利用地の有効活用等による土地の価値の向上 

 

【弱み】 

●今後 40 年間では、公共建築物（修繕費用）、インフラ資産（道路等）及びインフラ資産（下水道）

ともに財源は不足しない見込だが、平準化が必要 

●(都)野方三ツ池公園線等の都市計画道路のうち約 3 分の 1 が未整備であり、今後もインフラ施設の

整備費用が必要となる見込み 

 

 課題 -弱みを克服する-  

●老朽化するインフラ施設に対する新技術・デジタル技術活用による効率的な修繕・更新の

実施、長寿命化による更新コストの削減 

●インフラ施設の維持管理に対する住民や民間事業者等の協働化の促進 
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